
 
 

～美ら島の未来を拓く～沖縄総合事務局 

  定例記者会見（ １ ０ 月 ） 
 

 
平成２９年１０月１９日（木）１４：００～  

   沖縄総合事務局６階「特別会議室」 
 

【発表事項】 
 
1. 金融庁業務説明会の開催について 

 

2. 平成 29 年度豊かなむらづくり全国表彰事業農林水産大臣賞受賞団体の決定に

ついて 

 

3. 「ＧＡＰの普及促進に向けた講演会」の開催について 

 

4. 働き方改革・生産性向上運動キックオフセミナーについて 

 

5. 中小企業の円滑な事業承継に向けた集中支援について 
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次 長           仲 程 倫 由 
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 平成２９年１０月１９日 

 ～美ら島の未来を拓く～ 

 内閣府沖縄総合事務局 

 

 

金融庁業務説明会の開催について 

 

沖縄総合事務局では、金融行政に対する理解を深めることを目的に、「金融庁業務説明会」を下記

のとおり開催いたします。  

今回の説明会においては、金融庁総務企画局の古澤知之審議官による、中小企業への円滑な資金

供給や経営課題の解決支援などに向けた当局の取組み・施策の説明を予定しています。  

企業の資金調達や経営の参考となる説明内容となっておりますので、多くの皆様のご参加をお待

ちしております。  

 

 

１．日  時  平成２９年１１月６日（月） １４：００～１５：００（受付１３：３０～） 

  

２．場  所  那覇市職員厚生会厚生会館 多目的ホール 

（那覇市おもろまち 1-1-2 那覇市上下水道局庁舎Ｂ棟３Ｆ） 

  

３．内  容  中小企業への円滑な資金供給や経営課題の解決支援などに向けた当局の取組み 

  

４．説明者 金融庁 総務企画局 審議官  古澤知之 氏  

 

５．参加申込方法（参加費無料） 

参加申込書に所定の事項をご記入のうえ、メール又はＦＡＸにて、１０月２４日（火）までに

沖縄総合事務局 財務部 金融監督課あてご送付ください。 

(定員 100 名に達し次第締め切りとさせていただきます。) 

 

 

 

 

問い合わせ先 

内閣府 沖縄総合事務局 財務部 金融監督課 

担当者：高内、川満 

TEL：098-866-0095   FAX：098-860-1152 

メールアドレス：rireban@ogb.cao.go.jp 

 





 

 (別紙） 

 

 

 

内閣府沖縄総合事務局財務部金融監督課 行き 

 

＊ 業務説明会に参加される方の氏名等を記入の上、10 月 24 日（火）までにメール

[rireban@ogb.cao.go.jp]又は FAX[098-860-1152]あてご提出下さいますようお願いいた

します。 

 ※ 10 月 24 日以降も、席に余裕があれば、参加を受け付けます。 

 

 

「金融庁業務説明会」申込書 
 

                 企業名：                     

 

                 連絡担当者：                   

 

                 連絡先(電話)：                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注）説明会に参加される方の氏名、役職を記載願います。 
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                             平成２９年１０月１９日 

～美ら島の未来を拓く～ 

内閣府沖縄総合事務局 

 

平成 29 年度豊かなむらづくり全国表彰事業 

農林水産大臣賞受賞団体の決定について 
 

 

 

 

 

 

１．事業の趣旨 

農林水産祭は、国民の農林水産業と食に対する認識を深めるとともに、農林水産業者

の技術改善及び経営発展の意欲を高めるため、農林水産省と公益財団法人日本農林漁業

振興会の共催により昭和 37 年から実施されています。 

豊かなむらづくり全国表彰事業（むらづくり部門）は、農林水産業の振興を中心に、

生活、文化等を含む幅広い地域活動を展開し、地域の活性化を図っている優良事例の表彰

を通じて、農林漁業及び農山漁村の健全な発展に資することを目的として実施されてい

ます。 

 

 

２．受賞団体 

博愛の里上野 

・所在地：宮古島市上野 

・代表者：垣花
かきはな

 徳
のり

亮
あき

（博愛の里上野地域づくり協議会会長） 

 

 

３．受賞団体の概要 

別紙「博愛の里上野におけるむらづくりの概要」を御参照願います。 

 

 

お問い合わせ先 

内閣府沖縄総合事務局農林水産部 

農村振興課農村活性化推進室 

担当者：神里、甲斐 

TEL：098-866-1652、FAX：098-860-1194 

 

 農林水産祭の表彰事業の一部門として実施されている「豊かなむらづくり全国表彰事

業」において、北海道・沖縄ブロックから推薦した「博愛の里上野（宮古島市）」が平成

29 年度の農林水産大臣賞受賞団体として決定されましたのでお知らせします。 



（別紙）
平成２９年度農林水産祭むらづくり部門農林水産大臣賞受賞

博愛の里上野におけるむらづくりの概要

１ 地域の概要

博愛の里上野（旧上野村）は、宮古島の南西部に位置し、航空自衛隊宮古島分屯基地

のある野原岳を隔てて旧城辺町に接し、西は旧下地町、北西は旧平良市に接している。

旧上野村は、１９４８年(昭和２３年)８月１日に旧下地町から分村したが、平成１７

年に周辺市町村（平良市、下地町、城辺町、伊良部町及び上野村）が合併し宮古島市と

なっている。面積は宮古群島の８．３８％で、宮古島市の旧市町村の中においては最小

の規模となる。

本地域には、１８７３年(明治６年)７月１１日にドイツ商船ロベルトソン号が上野宮

国沖で座礁し、上野の人々が乗組員を救助したことを受け、１８７６年(明治９年)当時

のドイツ皇帝ウイルヘルム一世から、宮古島の人々の勇気と博愛精神を讃える記念碑を

贈られたという歴史がある。

この博愛精神を広く正しく後世に伝えると共に、国際交流の拠点としてドイツとの友

好を深め、末永く交流するため、更には、観光の振興や地域の活性化に資する目的で、

１９９３年（平成５年）７月１２日に｢うえのドイツ文化村｣が建設されている。

また、２０００年（平成１２年）に九州沖縄サミットが開催された際、当時のドイツ

首相シュレーダー氏が当地を訪れたことにより、国際的にも注目を集めた。その際、同

氏が通った宮古空港からうえのドイツ文化村までの道は、シュレーダー通りと称されて

いる。

このような歴史的背景があり、当該地域は｢博愛の里｣として親しまれている。

２ 農業生産活動の特色

本地域は ゴーヤー オクラ マンゴー等の生産が盛んで 特にとうがんの出荷量 平、 、 、 、 （

。 、 、成２７年産４８９t)は宮古島市全体の約７割を占めている また ゴーヤーについては

出荷量が宮古島市全体の約３割を占め､平均単収が８.９tと同市全体の平均単収５.９t

に比べかなり高くなっている。

とうがんやゴーヤーの栽培技術向上や担い手育成等地域農業活性化の取組は、沖縄県

の拠点産地の認定につながり、優良農家を数多く輩出するなど県内外からも高く評価さ

れている。これらは本地域における農業の生産振興に寄与するだけでなく、宮古島市全

体の農業の活性化にも大きく貢献するとともに、今後も地域の農業の競争力強化を実現

し、農業分野における更なる成長が期待されている。

1993年に建設されたうえのドイツ文化村

博愛の里上野地域

博愛の里上野地域

（旧上野村）



３ 地域づくりの特色

本地域では、歴史的背景を受け、先人の偉大なる｢博愛精神｣を讃えながら、｢博愛｣

を理念としたむらづくりが進められている。時代の変遷を経ながらも、地域内の悪霊や

悪疫を追い払う重要無形文化財の｢サティパウロ｣、中秋の名月の日に行われる豊年祭の

｢マストリャー｣など古くから続く伝統行事が数多く受け継がれ、地域住民の生活に深く

根ざしている。

また、芸能保存会が中心となり、獅子舞、棒踊り、女踊り、綱引きなど当地域に古く

から伝わる伝統芸能の保存のため、小中学校の運動会や学習発表会等を活用しつつ、地

域ぐるみで伝統芸能の指導にも取り組んでいる。

一方で、市町村合併後、本地域の活動が衰退していると住民の声も多く、地域の連帯

感、自治意識が希薄となる中、地域活動の活性化を図るため、平成２０年５月に｢博愛

の里上野地域づくり協議会｣が発足した。本協議会を中心として、住民の連帯感を高め

る契機とするために、青年会、婦人会、子供連絡協議会、ドイツ文化村観光振興協議会

等が連携して、平成２０年１１月より地域住民が集う｢博愛の里上野まつり｣等を開催し

ている｡

さらに、本地域では急速に過疎化が進み深刻な社会現象となったことから、旧上野村

が定住促進を図るため、平成１３年度離島・過疎化地域振興特別事業を活用し、住宅用

地を造成し分譲を行っている。また、本協議会では、上野地域には独身男性が多いこと

から、地域の発展と少子高齢化に歯止めをかけることを目的として、宮古島市内在住の

満２０歳以上の女性を募集して婚活パーティーを開催している。

、 。このような取組が功を奏し 現在の上野地域における人口は下げ止まりの傾向にある

以上の本地域における取組は、地域の振興・発展等に大きく貢献しており、むらづくり

の優良事例として高く評価されたものである。

宮古島市全体の約７割の出荷量を占める

とうがん

沖縄県野菜品評会において農林水産大臣賞を

受賞した本地域生産者のゴーヤー

伝統行事の「サティパウロ」 博愛の里上野まつり



平成２９年１０月１９日 

～美ら島の未来を拓く～ 

沖 縄 総 合 事 務 局 

 

ＧＡＰの普及推進に向けた講演会の開催について 

～ＧＡＰの価値を共有するフードチェーン連携パートナー会～ 

 

 

 

 

 

１．日時  平成２９年１０月３１日（火）  １３：３０～１６：３０ 

                                                    

２．場所  那覇第２地方合同庁舎１号館２階 大会議室（那覇市おもろまち２－１－１） 

 

３．議事   

(1)講演 ＧＡＰは何のためのものか  ～ＧＡＰの基礎と流通・食品企業の動き～ 

（認定ＮＰＯ法人アジア GAP 総合研究所専務理事・事務局長 武田泰明） 

(2)講演 沖縄におけるＧＡＰの取組紹介 

（任意団体 沖縄 GAP 協会 岸本公次) 

(3)その他 

      ＧＡＰ関連事業の紹介 

（農林水産省生産局農業環境対策課生産工程管理班生産工程管理係長 渡邊弘樹） 

      ＨＡＣＣＰをとりまく状況について 

（内閣府沖縄総合事務局農林水産部食料産業課食品産業振興係長 前里仁志） 

    パネルディスカッション(質疑応答含む) 

 

４．参加申込 

  参加を希望される方は、別紙「参加申込書」に必要事項を御記入の上、ＦＡＸで１０月２７日

（金）までにお申込み下さい。定員（１００名）になり次第締め切りますので、お早めのお申込み

をお願いします。 

 

＜問合せ先＞ 

内閣府沖縄総合事務局 

農林水産部 生産振興課  

担当者：金城、平良 

ＴＥＬ：098-866-1653  

ＦＡＸ：098-860-1195 

 沖縄総合事務局では、食品の安全等を確保し、より良い農業生産を実現する取組であるＧＡＰ

（農業生産工程管理）の普及推進に向けた講演会を開催します。 

 



講 演

平成29年10月31日(火)13:30 ～ 16:30
(受付開始 13:00～)

別添の「参加申込書」にご記入の上、FAXにてお申込下さい。

内閣府沖縄総合事務局農林水産部生産振興課 担当：金城、平良
【TEL】 098-866-1653 【FAX】 098-860-1195

那覇第２地方合同庁舎１号館２階 大会議室
〒900-0006 那覇市おもろまち２－1－１ ※別添「会場案内」をご参照下さい。

１ ＧＡＰは何のためのものか

～ＧＡＰの基礎と流通・食品企業の動き～
認定NPO法人アジアGAP総合研究所専務理事・事務局長 武田泰明

２ 沖縄におけるＧＡＰの取組紹介
任意団体 沖縄GAP協会 岸本公次

ＧＡＰ関連事業の紹介
農林水産省生産局農業環境対策課生産工程管理班生産工程管理係長 渡邊弘樹

ＨＡＣＣＰをとりまく状況について
内閣府沖縄総合事務局農林水産部食料産業課食品産業振興係長 前里仁志

パネルディスカッション（質疑応答含む）

講演会

その他

日 時

会 場

無料※申込み
必要

申込方法

問合せ

※講演後に行います。

プログラム

GAP
～ＧＡＰの価値を共有するフードチェーン連携パートナー会～

の普及推進に向けた



【会 場】
那覇第２地方合同庁舎
１号館２階 大会議室

【住 所】
那覇市おもろまち２－１－１

GAPの普及推進に向けた講演会
参加申込書

【申込期限】平成２９年１０月２７日（金）まで

FAX番号：098-860-1195

記入欄に御記入の上、下記申込先までFAXにて送信ください。

【申込先】内閣府沖縄総合事務局農林水産部生産振興課 金城・平良宛て

申込日：平成２９年 月 日

平成29年10月31日（火）開催の上記講演会への参加を申し込みます。
氏 名 連 絡 先

（フリガナ：　　　　　　　   　                   　　　　　）

（フリガナ：　　　　　　　   　                   　　　　　）

（フリガナ：　　　　　　　   　                   　　　　　）

（フリガナ：　　　　　　　   　                   　　　　　）

（フリガナ：　　　　　　　   　                   　　　　　）

ＴＥＬ：

メール:

ＴＥＬ：

メール:

ＴＥＬ：

メール:

ＴＥＬ：

メール:

ＴＥＬ：

メール:

所属・役職

※申込みの際に収集した個人情報については、本講演会の運営に関する事務のために使用し、
それ以外の目的に使用することはありません。

記入欄

会場案内



yasutoshi_taira
四角形













 

 

 

働き方改革・生産性向上推進運動 発足式について 
 

平成２９年１０月１９日 

沖 縄 総 合 事 務 局  

                            沖 縄 労 働 局 

 

沖縄総合事務局及び沖縄労働局は、県内中小企業・小規模事業者の「働き方改革」「生

産性向上」の積極的な取り組みを支援するため、沖縄県、県内経済団体、支援機関、士業

団体とともに各機関の総力を結集し、機運の醸成や草の根支援を方針とした「働き方改革

・生産性向上推進運動」を展開します。 

平成２９年１１月２２日に、「働き方改革・生産性向上推進運動発足式」を開催します

ので、お知らせします。 

 

＜働き方改革・生産性向上推進運動 発足式＞ 

日 時 : 平成２９年１１月２２日（水）１０：００～１２：００ 

場 所 : ザ・ナハテラス アダン 

     （沖縄県那覇市おもろまち２－１４－１） 

来場者 : 県内経済団体、支援機関、士業団体、中小企業者、行政機関等（約１００名） 

内 容 : （１）趣旨説明  

発起人代表  沖縄総合事務局長  能登 靖 

沖縄労働局長    待鳥 浩二 

     （２）施策説明 

         中小企業庁、沖縄労働局 

     （３）県内企業による事例発表 

 

【働き方改革・生産性向上推進運動】 

 目 的 

県内中小企業・小規模事業者が、働き方改革の意義を認識し、その実行に向けた生産

性向上の積極的な取り組みを支援するため、官民協調による「働き方改革・生産性向上

推進運動」を展開し、経営力の向上や雇用の質を高め、もって沖縄経済の持続的発展に

寄与することを目的とする。 

 発起人機関（１８機関）※平成２９年１０月１９日時点 

沖縄総合事務局、沖縄労働局、沖縄県  

沖縄県商工会議所連合会、沖縄県商工会連合会、沖縄県中小企業団体中央会、沖縄県

工業連合会、沖縄県経営者協会、沖縄経済同友会、沖縄県中小企業家同友会、沖縄県銀

行協会、中小企業基盤整備機構沖縄事務所、沖縄県産業振興公社、沖縄県よろず支援拠

点、沖縄県税理士会、沖縄県中小企業診断士協会、沖縄県社会保険労務士会、高齢・障

害・求職者雇用支援機構沖縄支部（ポリテクセンター沖縄） 

 

 

プレスリリース 

＜お問い合わせ先＞ 

沖縄総合事務局経済産業部中小企業課 長嶺、鶴見 

 ＴＥＬ：０９８－８６６－１７５５ 

沖縄労働局雇用環境・均等室 嘉数 

 ＴＥＬ：０９８－８６８－４４０３ 

内閣府 
沖縄総合事務局 



働き方改革・生産性向上推進運動の展開について
【背景】
・一億総活躍社会の実現のためには、女性や高齢者等の労働力化の制約要因をなくす等の「働き方改革」が必要
・沖縄では、若年者の育成・定着、非正規労働者の正社員化など雇用の質の向上が必要
・沖縄では、全産業の労働生産性が都道府県別で最下位レベルにあり、生産性向上が課題
・働き方改革に取り組み雇用環境の改善、雇用の質の向上、生産性の向上に繋げることにより、賃金の上昇、企業の成長、
地域社会の持続的発展を図る

支援機関

「働き方改革・生産性向上推進運動」の展開

経済団体沖縄総合事務局

沖縄の中小企業・小規模事業者の経営者の意識改革を図り、「働き方改革」・「生産性向上」に積
極的な取り組みを促すために、機運の醸成や草の根支援を方針とした官民協働の支援体制が必要

沖縄労働局 士業団体

【運動内容】
・働き方改革・生産性向上に係る普及啓発活動（成功事例PR、経営力向上計画等）、相談支援体制の強化
・支援機関・団体による施策の連携（相談会・セミナーの共同実施、各種助成金、融資制度の周知等）
・マニュアル・成功事例集、施策ガイドブックの作成・活用、メルマガの発信
・ＩＴ活用支援

内閣府
沖縄総合事務局

沖縄県雇用対策推進協議会
沖縄県働き方改革等検討会議

沖縄県

連携



「働き方改革」の推進に向けた取り組みについて
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1,725

地域の実情・企業の実情に応じた自主的な取組の推進

優秀な人材の確保・定着 仕事と生活の調和

女性の活躍推進 労働生産性の向上

４. 沖縄労働局の主な推進プラン・支援

１ 長時間労働の抑制 ３ 正規雇用の拡大

２ 休暇の取得促進 ４ 賃金水準の向上

「沖縄県正社員転換・待遇改善実現プラン」の推進
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5.8%

7.7%

非正規割合 うち若年者

沖縄 ４４．５％ ５０．４％

全国 ３８．２％ ３５．３％

沖縄 ２５１，８千円

全国 ３１５，６千円

④非正規労働者の割合は高い水準

⑤常用労働者の賃金水準は全国平均の8割

②週の実労働時間６０時間以上の雇用者
の割合は５％台に推移

①年間総実労働時間は全国より長い ③年次有給休暇取得率は減少

時
間

％

＊資料：厚生労働省「就労条件総合調査」

＊資料：総務省・沖縄県「毎月勤労統計調査」

＊資料：総務省・沖縄県「毎月勤労統計調査」（平成2８年）

＊資料：総務省「就業構造基本調査」（平成24年）

厚生労働省沖縄労働局

％

＊資料：総務省・沖縄県「労働力調査」

【政府目標】
平成32年までに

70％

１. 働き方をめぐる沖縄の現状 ２. 働き方をめぐる沖縄の課題

３.「働き方改革」の実現に向けた取り組みの方向性

長時間労働の抑制に向けた法規制の執行強化

働き方・休み方改善コンサルタントの派遣仕事と家庭の両立の推進

助成金による支援

各種休暇の取得促進 健康経営宣言等の促進

【政府目標】
平成32年までに

5％以下

56%

1,772
1,734

8.2%

6.3%

多様な正社員の導入支援

最低賃金引き上げに向けた中小企業支援事業

47.2%



沖縄県の労働生産性
ー全産業において最下位レベルー

全産業 農林漁業 建設業 製造業 運輸業 卸業・小
売業

宿泊業・
飲食サー
ビス業

医療・福
祉

その他
サービス
業

４６位 ４３位 ３７位 ４７位 ４７位 ３６位 ４６位 ４１位 ４３位

図表１：沖縄県の労働生産性は都道府県別で最下位レベル

沖縄県の労働生産性は、「電気・ガス・水道業」を除いたすべての産業において、全国平均を下回って
いる。

（百万円）
沖縄県 全国 沖縄県－全国

A～B農林漁業 1.76 2.77 -1.01

C鉱業，採石業，砂利採取業 5.41 6.71 -1.29

D建設業 3.26 4.50 -1.24

E製造業 3.12 6.07 -2.94

F電気・ガス・熱供給・水道業 15.67 14.20 1.46

G情報通信業 5.46 9.09 -3.63

H運輸業，郵便業 2.69 4.79 -2.10

I卸売業，小売業 3.37 4.70 -1.33

J金融業，保険業 8.16 12.94 -4.78

K不動産業，物品賃貸業 3.44 6.77 -3.34

L学術研究，専門・技術サービス業 3.42 7.86 -4.45

M宿泊業，飲食サービス業 1.52 1.77 -0.26

N生活関連サービス業，娯楽業 3.08 3.17 -0.08

O教育，学習支援業 2.86 3.99 -1.13

P医療，福祉 3.97 4.59 -0.62

Q複合サービス事業 3.94 4.83 -0.89

Rサービス業（他に分類されないもの） 2.11 3.08 -0.98

※労働生産性＝付加価値額（百万円）÷従業者数（人）

（出所）総務省「経済センサス活動調査・2012（平成24）年」より作成
※正職員とパート・アルバイトの労働時間の違いなどは考慮されていない

図表２：沖縄県の労働生産性はほとんど全国平均を下回っている 図表３：沖縄県の労働生産性は全国平均との差が拡大傾向

原データは以下を参照。
資料出所：内閣府経済社会総合研究所「県民経済計算」
（注） 1） 労働生産性＝名目県内総生産÷県内就業者数。

2） 指数は全国平均を100とした沖縄県の水準。

内閣府沖縄総合事務局「平成28年度沖縄における主要産業の生産性向上に向けた人材マネジメント構築のための基礎調査事業」より

内閣府
沖縄総合事務局



沖縄の産業構造
ーサービス業が全体の約８割を占める－

沖縄の産業別就業者数は、第１次産業：4.5％、第２次産業：15.5％、第３次産業：78.5％。（H27年）
産業別県内総生産は、第１次産業：1.5％、第２次産業：13.9％、第３次産業：84.4％。（H25年度）

資料：沖縄県経済の概況（内閣府沖縄総合事務局）

企業数（49,503社）
卸売業・小売業
→11,691社（23.6％）
宿泊業・飲食サービス業
→ 10,301社（20.8％）
チャレンジプログラム対象７分野

→25,394社（51.3％）

従業員（390,516人）
卸売業・小売業
→ 101,335人

（25.9％）
宿泊業・飲食サービス業
→ 59,746人（15.3％）
チャレンジプログラム対象７分野

→ 207,381人
（53.1％）

※チャレンジプログラム対象７
分野：運輸、医療、介護、保
育、飲食、宿泊、卸・小売
（サービスチャレンジプログラム2015）

企業数・従業員数共に、サービス産業の割合が高い。
特に卸・小売業、宿泊業・飲食サービス業が合計で４０％を越える。

宿泊業・
飲食サービス業
20.8%

2014年企業数（企業単位）

卸売業・小売業
23.6%

2014年就業者数（企業単位）

宿泊業・
飲食サービス業
15.3%

卸売業・小売業
25.9%

宿泊業・
飲食サービス業
15.3%

宿泊業・
飲食サービス業
10.8%

卸・小売業
22.8%

卸・小売業
25.9%

沖
縄

全
国

宿泊業・
飲食サービス業
20.8%

沖
縄

全
国

卸・小売業
23.4%

卸・小売業
23.6%

宿泊業・
飲食サービス業
14.2%



沖縄の産業構造
ー付加価値額における宿泊業、飲食サービス業の割合は５％ー

2012年売上高 2012年付加価値額

付加価値額：売上高－費用総額＋給与総額＋租税公課（費用総額＝売上原価＋販売費及び一般管理費）

売上高、付加価値額では、宿泊業・飲食サービス業が全体に占める割合は大幅に減り、
売上高は４％、付加価値額は５％となっている。



平成29年10月19日
沖縄総合事務局経済産業部

沖縄管内における
事業承継問題を抱える事業者の状況



1

民間調査会社によると、2016年の県内経営者の平均年齢は60歳を超え、本土復帰前後に起業した経営者の
世代交代時期を迎えている。
2013年から2017年9月までの「人手不足関連」の倒産は累計で１８件発生、その中でも代表者が高齢若し
くは死去による「後継者難」が55.6%と半数を超えている。
2016年の休廃業・解散企業件数は、同年倒産件数の７倍以上となり、そのうち60代以上の代表者が７割を
占めるというデータから、後継者難で、会社継続を断念しているケースが増加していると推測される。

沖縄管内における事業承継問題を抱える事業者の状況

○事業承継の課題
事業承継の課題としては、後継者の決定（親族、社内人材）、事業の将来性（事業再生）、株式の引継ぎ、税
金対策、個人保証・担保の引継ぎ、資金調達など、多岐にわたること、また、それぞれの課題の関連性もある
ことから、対応策を検討するにも経営者のみで判断するのは困難。課題克服には、相当の時間を要するため、
経営者の認識（気づき）が重要。今後、第三者への事業譲渡（Ｍ＆Ａ）も増加していくものと予想。

○沖縄管内における相談窓口等
課題を抱える経営者の相談先の整備と専門家の支援が重要。当局管内の支援機関である、①沖縄県事業
引継ぎ支援センター、②沖縄県よろず支援拠点、③商工会議所・商工会が、潜在化している事業者に対して積
極的に相談対応を実施していく他、金融機関や士業専門家にも連携を呼びかけ、事業承継に対する早期の取
組を働きかけていく。

相談内容 H26年度 H27年度 H28年度 H29年度上期

譲渡希望 ４６社 ４８社 ４６社 ３８社

譲受希望 ５５社 ５１社 ５６社 １４社

親族・従業員承継 ３５社 ３５社 ３５社 １６社

合計 １３６社 １３４社 １１４社 ６８社

引継ぎ完了 ３件 １０件 １３件 ７件

沖縄県事業引継ぎ支援センター相談者数の推移



日本経済・地域経済を支える中小企業の
円滑な事業承継に向けた集中支援

（中小企業庁資料）



日本経済・地域経済を支える中小企業の円滑な事業承継に向けた集中支援
今後１０年の間に、70歳（平均引退年齢）を超える中小企業・小規模事業者の経営者は約245万人
となり、うち約半数の127万（日本企業全体の約３割）が後継者未定。
現状を放置すると、中小企業廃業の急増により、2025年頃までの10年間累計で約650万人の雇用、
約22兆円のGDPが失われる可能性※。今後１０年の集中的な取組が必要。

平成28年度 (株)帝国データバンクの企業概要ファイルを再編加工

中小企業の経営者年齢の分布（法人）

70歳以上
(約93万人)

70歳未満
(約79万人)

中小企業・小規模事業者の経営者の2025年における年齢

70歳未満
(約57万人)

70歳以上
(約152万人)

平成28年度総務省「個人企業経済調査」、平成28年度 (株)帝国データバンクの企業概要ファイルから推計

法人

個人事業者

我が国は開業率が低い。世代交代を通じた
新陳代謝が重要。

経営者年齢別の売上高（直近3年間）の増減 開業率の国際比較（10年間平均（2006-2015））

平成28年度 中小企業庁委託調査

若い経営者層では、売上高が増加する傾向。

平成29年度 中小企業白書を再編・加工

14.4%
21.8%
26.0%

33.8%
51.2%

38.9%
27.5%

44.7%
46.7%

44.7%
43.8%

37.1%
47.2%

44.3%

40.9%
31.5%
29.2%

22.4%
11.6%

13.9%
28.1%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

70歳以上
60歳以上70歳未満
50歳以上60歳未満
40歳以上50歳未満
30歳以上40歳未満

30歳未満
全体

増加 横ばい n=4,857

１

※2025年までに経営者が70歳を越える法人の31%、個人事業者の65%が廃業すると仮定。雇用者は2009年
から2014年までの間に廃業した中小企業で雇用されていた従業員数の平均値（5.13人）、付加価値は
2011年度における法人・個人事業主1者あたりの付加価値をそれぞれ使用（法人：6,065万円、個人：
526万円）。

（％）
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事業に将来性が
ない

自分の代限りで辞
める予定

後継者がいない

事業承継問題を抱える事業者の状況
事業承継の課題は、先代の意思・気付きの問題、後継者問題（そもそもいない、後継者に継ぐ気がない）、
事業の将来性がない等、多様。

業種によっても、抱えている課題は異なる。

経営者が60歳以上の法人・個人事業主
の後継者の決定状況

（出典）日本政策金融公庫総合研究所「中小企業の事業承継に関するインターネット調査」（再編・加工）

プッシュ型支援
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マッチング・M&A支援
n=1,269

家業型業種 ベンチャー型業種

廃業を予定している企業の廃業理由（業種別）

※類型は仮に置いたもの

２



廃業による失われる価値
廃業企業の中にも、黒字企業や、生産性の高い企業が相当数存在。
売り上げ高が大きく、地域の中核となっているような企業も、後継者難に直面。

廃業効果の内訳

各類型の平均的な企業

業種 従業
員数 売上高 売上高

伸び率
経常
利益率

プラス廃業
製造業 11人 1.0億円 -7.8% -6.1%
小売・飲食 6.4人 0.6億円 -3.5% -0.9%
卸売業 6.9人 1.8億円 -5.6% -3.4%

マイナス
廃業①

製造業 10人 2.3億円 -2.9% 2.7%
小売・飲食 4.2人 1.4億円 0.2% 2.0%
卸売業 7.5人 5.8億円 -0.1% 1.3%

マイナス
廃業② 製造業 131人 70億円 0.7% 4.3%

後継者不足等による廃
業の可能性

M&Aや海外移転の
可能性

平成２８年度 経済産業研究所への委託調査（CRD協会のデータを使用）
廃業効果：廃業企業の生産性が業種の平均より低い場合、廃業効果はプラスとなり、

廃業企業の生産性が業種の平均より高い場合、廃業効果はマイナスとなる。

n＝110万社

平成28年度 東京商工リサーチ調査を再編・加工

黒字

49.1
%

赤字
50.9%

休廃業企業における
経常利益の赤字・黒字比率

n=2,359

オーナー企業の売上高別後継者不在率
売上高 後継者不在率

100億～500億円 56.9%

500億～1,000億円 64.3%

1,000億円以上 57.1%

n＝56万社

オーナー企業：代表者名と筆頭株主が一致する企業 2016年 帝国データバンク
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第３者承継の重要性と課題
従業員への承継や、M&Aを通じて外部人材に承継する第３者承継が増加。
M&Aにおいては、買い手企業が見つからない、関係者の理解が得られない等が課題。

うち、親族内
28%

うち、

社内人材

13%

うち、社外人材
1%

後継者候補

はいる

27%

後継者候補も

いない、未定

31%

中小企業の後継者選定状況・親族外承継の現状

2016年 東商工リサーチへの委託事業（再編・加工）

後継者が
決まっていない。

後継者が
決まっている

41.6%

n=4,036

（出典）2012年 野村総合研究所への委託調査

事業売却を行う場合の障害（複数回答）

n=4753

事業引継ぎ支援センターによる
事業引継ぎ実績の推移

４



事業承継問題の解決なくして、地方経済の再生・持続的発展なし
◆特に地方において経営者の高齢化は深刻

60歳以上の経営者割合（法人）

◆全国各地の産地において後継者不在による倒産・廃業が進展

（出典）日本総研株式会社委託調査
※全国578の産地を対象にし、263の産地（西陣織、
益子焼、川口鋳物等）からの回答を元に調査。

（出典）東京商工リサーチのデータを再編・加工
※３カ年以上財務情報があり、黒字の企業におけるデータ

1 秋田県 66.7%
2 島根県 62.8%
3 佐賀県 60.9%
4 北海道 60.3%
5 茨城県 58.9%

産地における倒産・廃業の理由(複数回答)

◆地方の市町村において休廃業リスクが高い

（出展）帝国データバンク、2016年

※代表者の年齢、後継者の有無、業績等から休廃業リスクを分析。
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②世代交代準備の支援

・将来の事業承継を見据えた経営革新や事業転換
準備を支援

④事業承継税制の抜本拡充

・雇用要件

・納税猶予制度

・対象となる発行済議決権株式総数
の上限

・対象者 等の見直し

⑦金融支援

・承継後に必要な資金の低利
融資等

承継前の課題と対応策 承継時の課題と対応策 承継後の課題と対応策
時間

経
営
状
態

廃業

①地域全体で気付きの機会を提供

・事業者の身近にいる金融機関、士業等専門家に
よる経営者への働きかけ強化（事業承継ネット
ワークの全国展開）

・プッシュ型事業承継診断を徹底実施(年５万者)

③後継者のマッチング、外部中核人材の確保支援

・事業引継ぎ支援センターにて年間1千～2千件の
マッチング

・外部人材のマッチング支援、兼業副業の促進、
潜在的経営者の開拓

⑤売却・M&Aによる承継の促進
・売却・M&Aに係る税負担軽減

・事業承継を契機とした地域再編計
画策定の支援

⑥ベンチャー型承継、IT化の支援
・事業承継を契機とした経営革新
や事業転換の支援（設備投資等）

・クラウド等のIT導入支援、企業間
データ連携推進、IoT・AIを活用し
た研究開発支援

・職場環境改善、多様な働き方の
推進

課題①
経営者の危機意識が薄い

課題②
後継者が引き継ぎたいと思えない

課題③
後継者不在

課題④
贈与税・相続税など承継負担が重い

課題⑤
親族外経営者等への
承継支援が不足

課題⑦
承継による信用力低下

課題⑥
新たなチャレンジに伴う資金負担

事業承継のシームレスな支援
今後１０年を限定の集中期間と位置づけ、事業承継・再編・統合の推進のため、経営者の早期の気づきの促進
から後継者とのマッチング、事業承継、第二創業まで、シームレスな支援を行う。
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